
佐賀県人工透析患者通院支援事業費補助金交付要綱 新旧対照表 

旧 新 

第１～６条 略 

 

第７条 略 

２ 略 

３ 補助対象者は、補助事業完了後、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定

した場合には、様式第６号により速やかに報告しなければならない。 

 

 

 

第８条 略 

 

第９条 略 

（１）～（２）略 

（３）第７条第２項の報告があったとき。 

２ 略 

 

第１０条 略 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年度分の補助金から適用する。 

 

 

 

 

 

 

第１～６条 略 

 

第７条 略 

２ 略 

３ 補助対象者は、補助事業完了後、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定

した場合には、様式第６号により速やかに報告しなければならない。人工透析医療機

関における通院送迎サービス促進事業において車両整備費の補助を受けた場合は、

仕入控除税額が０円の場合も様式第６号により速やかに報告しなければならない。 

 

第８条 略 

 

第９条 略 

（１）～（２）略 

（３）第７条第３項の報告があったとき。 

２ 略 

 

第１０条 略 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年度分の補助金から適用する。 

 この要綱は、令和８年度分の補助金から適用する。 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

補助事業

区分 

補助対象者 対象経費 基準額 補助率 

（１） 

人工透析 

医療機関 

における 

通院送迎 

サービス 

促進事業 

外来の人工 

透析患者を 

受け入れる 

医療機関 

ア 車両整備費 

・車両購入費 

（通院送迎サービス

の新設又は拡充に伴

う費用。） 

・車両改造費 

（通院送迎サービス

の新設又は拡充に伴

う費用。ただし、当該

補助金の交付を受 

け購入した車両の改

造費については購入

と同年度のみ対象と

する。） 

対象経費総額 １／３以内 

（ただし、年間

500,000 円を

上限とする。） 

 イ 運転手の人件費 

（通院送迎サービス

の新設又は拡充に伴

う人件費。ただし人

工透析患者が乗車す

る回の送迎時間に係

る人件費に限る） 

基準時給 

（1,000円）× 

送迎時間 

○１か月の合

計送迎時間は

１ 時 間 単 位

（１時間未満

は切捨て） 

１／４以内 

 ウ 送迎に使用する

車両の燃料費 

（ただし人工透析患

基準距離単価 

（ 20 円／キ

ロメートル）

１／４以内 

別表１（第３条関係） 

補助事業

区分 

補助対象者 対象経費 基準額 補助率 

（１） 

人工透析 

医療機関 

における 

通院送迎 

サービス 

促進事業 

外来の人工 

透析患者を 

受け入れる 

医療機関 

ア 車両整備費 

・車両購入費 

（通院送迎サービス

の新設又は拡充に伴

う費用。） 

・車両改造費 

（通院送迎サービス

の新設又は拡充に伴

う費用。ただし、当該

補助金の交付を受 

け購入した車両の改

造費については購入

と同年度のみ対象と

する。） 

対象経費総額 １／３以内 

（ただし、年間

500,000 円を

上限とする。） 

 イ 運転手人件費 

（令和６年度以降の

通院送迎サービスの

新設又は拡充に伴う

人件費。ただし人工

透析患者が乗車する

回の送迎時間に係る

人件費に限る） 

基 準 時 給

（1,200円）×

送迎時間 

 

○１か月の合

計送迎時間は

１ 時 間 単 位

（１時間未満

は切捨て） 

新設の場合 

【3 年目迄】 

１／２以内 

【4 年目以降】 

１／４以内 

 

拡充の場合 

【3 年目迄】 

１／３以内 

【4 年目以降】 

１／４以内 



者が乗車する回の送

迎距離に係る燃料費

に限る） 

×送迎に係る

走行距離（キ

ロメートル） 

○１か月の合

計走行距離は

１キロメート 

ル単位（１キ

ロメートル未

満は切捨て） 

※令和６年度は５月２４日から３月３１日までに発生した対象経費を補助対象とす

る。 

 

別表２（第３条関係） 略 

※令和６年度は５月２４日から３月３１日までに発生した対象経費を補助対象とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度、４月１日から３月３１日までに発生した対象経費を補助対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２（第３条関係） 略 

※各年度、４月１日から３月３１日までに発生した対象経費を補助対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙３～４ 略 

 

様式別紙５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙３～４ 略 

 

様式別紙５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙７―１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙６－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙７－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙６－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙７－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙７－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式別紙１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式別紙１１ 

 

 

 

 

 


